
1

資料 1-2

騒音・振動規制地域の変更について（関係資料）

１ 規制の対象など

騒音規制法及び振動規制法では、都道府県知事や市長・特別区長は、住民の生活環

境を保全するため、騒音や振動について規制する地域を指定（指定地域）することと

されており、規制対象ごとにそれぞれ異なった規制基準等が定められている。

２ 届出義務（届出先：市町村長・特別区長）

・指定地域内において工場や事業場に特定施設を設置する場合（設置する３０日前ま

で）

・特定建設作業を行う場合（作業を行う７日前まで）

※届け出なかった場合は罰則を受ける可能性あり。

３ 行政措置

市町村長や特別区長は、規制基準や要請限度を超える騒音や振動により周辺の生

活環境が損なわれていると認める場合、改善勧告や都道府県公安委員会への要請等

を行うことができる。

（騒音）

騒

音

規

制

等

工場・事業場騒音

指定地域内で騒音を発生

する恐れのある施設（特

定施設）を設置する工場

や事業場（特定工場等）。

建設作業騒音

指定地域内で行われる建

設作業のうち、くい打ち機

や空気圧縮機などを使用

する建設作業（特定建設作

業）。

自動車騒音

指定地域内における自

動車騒音については、要

請限度が定められてい

る。

振

動

規

制

等

工場・事業場振動

指定地域内で振動を発生

する恐れのある施設（特

定施設）を設置する工場

や事業場（特定工場等）。

建設作業振動

指定地域内で行われる建

設作業のうち、くい打ち機

やブレーカーなどを使用

する建設作業（特定建設作

業）。

道路交通振動

指定地域内における道

路交通振動については、

要請限度が定められて

いる。

特定施設を設置している工場・事業場、特定建設作業に対して

周辺の生活環境が
損なわれている

規制基準不適合

改善
勧告

改善
命令 罰則

勧告に従わない場合 命令に違反した場合

＋

自動車騒音に対して

周辺の生活環境が
損なわれている

要請限度を超過＋
都道府県公安委員会へ
の要請、道路管理者等
への意見陳述
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（振動）

※騒音規制法の他に、環境基本法に基づく、「騒音に係る環境上の条件について生活

環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準」（以

下「環境基準」という。）が定められており、地域の類型及び時間の区分ごとに基

準値が定められている。

※環境基準の各類型を当てはめる地域は、都道府県知事（市の区域内の地域について

は、市長）が指定することとされている（Ｐ７～Ｐ９「７ 騒音に係る環境基準」参照）。

４ 区域の区分

指定地域の区域の区分は、国において原則として用途地域の区分に従うこととされ

ている（S46.9.20 環大特６号、S51.12.1 環大特 154 号）。

(1) 用途地域と区域の区分の関係（騒音）

※区分ごとの用途地域は、昭和４６年環大特６号「騒音規制法の一部を改正する法律の施行について」

に基づく。なお、工業専用地域については指定地域にしないものとする。

※区域の概要に関する内容は、昭和４３年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第１号に基づく。

区域の区分 都市計画法に基づく用途地域 区域の概要

第１種

区域

第１種低層住居専用地域

第２種低層住居専用地域（江別市無し）

※第１種中高層住居専用地域及び第２種中高層

住居専用地域のうち、中高層の住宅が一団地と

して建設されている地区等専用住宅が集約し

ている地区については、第１種区域として定め

ることを妨げない。

良好な住居の環境を保全する

ため、特に静穏の保持を必要

とする区域

第２種

区域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

住居の用に供されているた

め、静穏の保持を必要とする

区域

第３種

区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

住居の用に併せて商業、工業等の

用に供されている区域であって、

その区域内の住民の生活環境を

保全するため、騒音の発生を防止

する必要がある区域

第４種

区域

工業地域 主として、工業の用に供されてい

る区域であって、その区域内の住

民の生活環境を悪化させないた

め、著しい騒音の発生を防止する

必要がある区域

特定施設を設置している工場・事業場、特定建設作業に対して

周辺の生活環境が著
しく損なわれている

規制基準不適合

改善
勧告

改善
命令 罰則

勧告に従わない場合 命令に違反した場合

＋

道路交通振動に対して

要請限度を超過＋
道路管理者、都道府県
公安委員会への要請

周辺の生活環境が著
しく損なわれている
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(2) 用途地域と区域の区分の関係（振動）

※区分ごとの用途地域は、昭和５１年環大特１５４号「振動規制法の施行について」に基づく。

なお、工業専用地域については指定地域にしないものとする。

※区域の概要に関する内容は、振動規制法施行規則別表第２の備考１に基づく。

５ 規制の概要

(1) 特定工場等に対する規制

①騒音の規制基準

※平成２４年３月３０日付け江別市告示第４５号

②振動の規制基準

※平成２４年３月３０日付け江別市告示第４６号

区域の

区分
都市計画法に基づく用途地域 区域の概要

第１種

区域

第１種低層住居専用地域

第２種低層住居専用地域（江別市無し）

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

※騒音規制法の第１種区域＋第２種区域

良好な住居の環境を保全する

ため、特に静穏の保持を必要

とする区域及び住居の用に供

されているため、静穏の保持

を必要とする区域

第２種

区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

※騒音規制法の第３種区域＋第４種区域

住居の用に併せて商業、工業

等の用に供されている区域で

あって、その区域内の住民の

生活環境を悪化させないた

め、著しい振動の発生を防止

する必要がある区域

時間の区分

区域の区分

昼間 朝・夕 夜間

午前８時から

午後７時まで

午前６時から

午前８時まで

午後７時から

午後１０時まで

午後１０時から

翌日午前６時まで

第１種区域 ４５デシベル ４０デシベル ４０デシベル

第２種区域 ５５デシベル ４５デシベル ４０デシベル

第３種区域 ６５デシベル ５５デシベル ５０デシベル

第４種区域 ７０デシベル ６５デシベル ６０デシベル

時間の区分

区域の区分

昼間 夜間 学校、保育所、病院及び診

療所のうち患者を入院させ

るための施設を有するも

の、図書館、特別養護老人

ホーム並びに幼保連携型認

定こども園の敷地の周囲お

おむね５０メートルの区域

内においては、それぞれ規

制値から５デシベルを減じ

た値を適用する。

午前８時から

午後７時まで

午後７時から

翌日の午前８時まで

第１種区域 ６０デシベル ５５デシベル

第２種区域 ６５デシベル ６０デシベル
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(2) 特定建設作業に対する規制

①騒音の規制区域

市長が指定する区域は１号区域のみ（それ以外が２号区域）。

※第３種区域は、施設要件に該当する場合は１号区域。それ以外は２号区域。

※平成２４年３月３０日付け江別市告示第４５号

②振動の規制区域

振動の場合も市長が指定する区域は１号区域のみ（それ以外が２号区域）。

※第２種区域は、施設要件に該当する場合は１号区域。それ以外は２号区域。

※平成２４年３月３０日付け江別市告示第４６号

【国の規制基準】

・第１号区域と第２号区域では、作業禁止の時間帯と１日の作業時間に違いがある。

・騒音と振動では、大きさの上限に違いがある。

１号

・第１種区域及び第２種区域の全域

・第３種区域及び第４種区域内の学校、保育所、病院及び診療所のうち患

者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム

並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね８０メートルの

区域内

２号 １号区域以外の区域

１号

・第１種区域の全域

・第２種区域内の学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させる

ための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携

型認定こども園の敷地の周囲おおむね８０メートルの区域内

２号 １号区域以外の区域

騒音の大きさ 敷地境界線上で８５デシベル以下

振動の大きさ 敷地境界線上で７５デシベル以下

作業時間帯 第１号区域 午後７時から翌日の午前７時までは作業禁止

第２号区域 午後１０時から翌日の午前６時までは作業禁止

１日の作業時間 第１号区域 １日１０時間以内

第２号区域 １日１４時間以内

作業期間 同一場所において連続して６日を超えないこと

作業日 日曜日、その他の休日の作業は禁止
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６ 自動車騒音関係

(1) 指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令（平成１２年総理府令第１５号）別表の備考

の規定による市長が定める区域

① 市長が定める区域の区分

上記の省令で国が定める基準に基づき、市長が告示により次のとおり定

めている。

※騒音規制法第１７条第１項の規定では、指定地域内で自動車騒音が要請限度を超過していることによ

り、周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、市町村長は都道府県公安委員会に対して改

善を要請することができるとされている。その要請限度は、国が次のとおり定めている。

② 自動車騒音の要請限度（平成１２年総理府令第１５号）

区域の区

分
告示で定める区域 国の基準 用途地域

a 区域

第１種区域及び第

２種区域

専ら住居の用に

供される区域

第１種低層住居専用地域

第２種低層住居専用地域（江別市無し）

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

※騒音に係る環境基準の類型

Ａに同じ。

b 区域

第２種区域（a 区域

として定める地域

を除く）

主として住居の

用に供される区

域

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

※騒音に係る環境基準の類型Ｂ

に同じ。

c 区域

第３種区域及び第

４種区域

相当数の住居と

併せて商業、工

業等の用に供さ

れる区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

※騒音に係る環境基準の類型Ｃ

に同じ。

※平成２４年３月３０日付

け江別市告示第４５号

区域の区分

昼間

午前６時から

午後１０時まで

夜間

午後１０時から

翌日の午前６時

まで

幹線交通を担う

道路に近接する

区域

a 区域および b 区域のうち 1 車

線を有する道路に面する地域
６５デシベル ５５デシベル

昼間

７５デシベル

夜間

７０デシベル

a 区域のうち 2 車線以上の車線を

有する道路に面する地域
７０デシベル ６５デシベル

b 区域のうち 2 車線以上の車線

を有する道路に面する地域お

よび c区域のうち車線を有する

道路に面する地域

７５デシベル ７０デシベル
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(2) 振動規制法施行規則別表第２（道路交通振動の限度）の備考第１項の規定による市長が

定める区域及び同表の備考第２項の規定による市長が定める時間

① 市長が定める区域の区分

上記の規則で定める基準に基づき、市長が告示により次のとおり定めてい

る。

② 市長が定める時間の区分（平成２４年３月３０日付け江別市告示第４６号）

・昼間：午前８時から午後７時まで

・夜間：午後７時から翌日の午前８時まで

※①と②の区分を振動規制法施行規則別表第２に当てはめると、次の表のとおりとな

る。

区域の区

分
告示で定める区域 国の基準 用途地域

第１種

区域
第１種区域

良好な住居の環境を保

全するため、特に静穏の

保持を必要とする区域

及び住居の用に供され

ているため、静穏の保持

を必要とする区域

第１種低層住居専用地域

第２種低層住居専用地域

（江別市無し）

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

※騒音規制法の第１種区域＋第

２種区域

第２種

区域
第２種区域

住居の用に併せて商業、

工業等の用に供されて

いる区域であって、その

区域内の住民の生活環

境を保全するため、振動

の発生を防止する必要

がある区域及び主とし

て工業等の用に供され

ている区域であって、そ

の区域内の住民の生活

環境を悪化させないた

め、著しい振動の発生を

防止する必要がある区

域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

※騒音規制法の第３種区域＋第

４種区域

※平成２４年３月３０日付

け江別市告示第４６号

時間の区分

区域の区分

昼間 夜間

午前８時から

午後７時まで

午後７時から

翌日の午前８時まで

第１種区域 ６５デシベル ６０デシベル

第２種区域 ７０デシベル ６５デシベル
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７ 騒音に係る環境基準（平成１０年環境庁告示第６４号）

騒音に係る環境基準とは、環境基本法第１６条第１項の規定では、騒音に係る環境

上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが

望ましい基準であり、地域の類型及び時間の区分ごとに基準値が設定されている。各

類型を当てはめる地域は都道府県知事（市の区域内の地域については、市長）が指定

する。

(1) 地域類型の種別と用途地域

※Ａ地域～Ｃ地域は、「指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令別表の備考の規定による市

長が定める区域」の a 区域～c 区域に同じ。

(2) 騒音に係る環境基準の具体的な基準値

(3) 市長が指定した騒音に係る環境基準の各類型を当てはめる地域（一般地域）

地域の

類型
地域の種別 用途地域

ＡＡ
療養施設、社会福祉施設等が集合して設

置される地域など特に静穏を要する地域

江別市無し

Ａ

専ら住居の用に供される地域 第１種低層住居専用地域

第２種低層住居専用地域（江別市無し）

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

Ｂ
主として住居の用に供される地域 第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

Ｃ

相当数の住居と併せて商業、工業等

の用に供される地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

地域の類型

基準値

昼間

午前６時から

午後１０時まで

夜間

午後１０時から

翌日の午前６時まで

ＡＡ（江別市無し） ５０デシベル以下 ４０デシベル以下

Ａ及びＢ ５５デシベル以下 ４５デシベル以下

Ｃ ６０デシベル以下 ５０デシベル以下

地域

の類型
地域の区分 用途地域（参考：再掲）

Ａ

平成２４年江別市告示第４５号によ

り騒音規制法に基づく規制地域とし

て指定された地域（以下「指定地域」

という。）のうち、第１種区域及び

第２種区域

第１種低層住居専用地域

第２種低層住居専用地域（江別市無し）

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

Ｂ

指定地域のうち、第２種区域（Ａ類

型を当てはめる地域を除く。）

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

Ｃ

指定地域のうち、第３種区域及び第

４種区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

※平成２４年３月３０日付け江別市告示第４８号
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(4) 道路に面する地域

次表に掲げる地域（道路に面する地域）に該当する地域については、(2)の基準値に

よらず、この表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

（備考）車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の

幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近

接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げる

とおりとする。

※騒音に係る環境基準の地域の類型、一般地域と道路に面する地域、時間帯と基準値

をまとめると以下の表となる。

地域の区分

基準値

昼間

午前６時から

午後１０時まで

夜間

午後１０時から

翌日の午前６時まで

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有

する道路に面する地域
６０デシベル以下 ５５デシベル以下

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有

する道路に面する地域及びＣ地域の

うち車線を有する道路に面する地域

６５デシベル以下 ６０デシベル以下

基準値 （備考）個別の住居等において騒音の影響を受

けやすい面の窓を主として閉めた生活が営ま

れていると認められるときは、屋内へ透過する

騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル

以下、夜間にあっては 40 デシベル以下）によ

ることができる。

昼間

午前６時から

午後１０時まで

夜間

午後１０時から

翌日の午前６時まで

７０デシベル以下 ６５デシベル以下

地域

の

類型

地域の区分

基準値

昼間

午前６時から

午後１０時まで

夜間

午後１０時から

翌日の午前６時まで

Ａ

一般地域 ５５デシベル以下 ４５デシベル以下

２車線以上の車線を有する道路に面する

地域
６０デシベル以下 ５５デシベル以下

Ｂ

一般地域 ５５デシベル以下 ４５デシベル以下

２車線以上の車線を有する道路に面する

地域
６５デシベル以下 ６０デシベル以下

Ｃ
一般地域 ６０デシベル以下 ５０デシベル以下

車線を有する道路に面する地域 ６５デシベル以下 ６０デシベル以下
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８ 騒音と振動の目安

(1) 騒音の目安（都心・近郊用）

（出典：全国環境研協議会 騒音小委員会）
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(2) 振動の目安（振動レベルと振動の影響の比較）

※１ 東京都が公表している資料を引用

※２ 振動レベルは敷地境界付近での実測値

※３ 平成１５年度に実施した振動苦情に関する全国自治体アンケート調査

（出典：環境省環境管理局大気生活環境室『よくわかる建設作業振動防止の手引き』より）

振動の影響※１
振動レベル※２ 苦情件数※３


